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令和７年第１回板野町議会定例会会議録（第３日）

日 時 令和７年３月１２日（水） 午前１０時００分 開会

議事日程

日程第１ 議案第１３号 令和７年度 板野町特別会計国民健康保険予算

日程第２ 議案第１４号 令和７年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

日程第３ 議案第１５号 令和７年度 板野町奨学金貸与事業特別会計予算

日程第４ 議案第１６号 令和７年度 板野町後期高齢者医療特別会計予算

日程第５ 議案第１７号 令和７年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計予算

日程第６ 議案第１８号 令和７年度 板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計予算

日程第７ 議案第１９号 令和７年度 板野町下水道事業会計予算

日程第８ 議案第２０号 令和７年度 板野町水道事業会計予算

日程第９ 議案第２１号 中央広域環境施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

中央広域環境施設組合規約の変更について

日程第10 議案第２２号 令和６年度板野町健康の館改修工事に係る請負変更契約の締結

について

日程第11 議案第２３号 町道路線の認定について

日程第12 議案第２４号 人権擁護委員の推薦に議会の意見を求めることについて

日程第13 議案第２５号 人権擁護委員の推薦に議会の意見を求めることについて

本日の会議に付した事件

日程第１から日程第１３まで、議事日程に同じ

追加日程第１ 議案第２６号 板野町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について

追加日程第２ 議案第２７号 議員派遣の件について

追加日程第３ 閉会中の継続調査申出書

出席議員（１２名）

１番 犬 伏 雅 啓 君 ２番 藤 田 千 穂 君

３番 大 西 裕 也 君 ４番 楠 本 千 君

５番 太 田 良 和 君 ６番 三 原 大 輔 君

７番 根ヶ山 昇 君 ８番 奥 尾 周 二 君
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９番 東 條 昭 二 君 10番 松 浦 昶 君

11番 石 田 実 君 12番 水 口 昭 彦 君

欠席議員（なし）

説明のために出席した者

町 長 玉 井 孝 治 君 副 町 長 東 根 弘 幸 君

教 育 長 谷 川 健 二 君 総 務 課 長 髙 橋 三 惠 君

税 務 課 長 三 木 正 文 君 福 祉 保 健 課 長 楠 本 剛 君

建 設 課 長 毛登山 悦 雄 君 水 道 課 長 松 浦 賢 治 君

環 境 生 活 課 長 末 岡 稔 久 君 会計管理者兼出納室長 山 本 敏 彦 君

人権ｺﾐｭﾆﾃｨ課長 岡 田 加代子 君 下 水 道 課 長 晃 曻 政 治 君

子ども家庭総合支援センター所長 吉 本 洋 時 君 住 民 課 長 山 田 裕 子 君

産 業 課 長 淺 井 直 美 君 教育委員会次長 井 上 健 君

議場に出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 松 長 徹 君 議会事務局係長 村 上 愛 実 君

午前１０時００分 開会

○議長（水口昭彦君） おはようございます。ただいま、出席議員は１２名です。定足数に達して

おりますので３月１１日に引き続き、再開します。直ちに本日の会議を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１、議案第１３号、「令和７年度板野町特別会計国民健康保険予算」

を議題とします。説明を求めます。山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 議案第１３号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

予算書の２０９ページをお願いいたします。

議案第１３号、令和７年度板野町特別会計国民健康保険予算。

令和７年度板野町の特別会計国民健康保険の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億６，０６９万９，０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。
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（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高限度額は、３億

円と定める。

令和７年３月３日提出でございます。

２１７ページをお願いいたします。歳入から御説明申し上げます。

国民健康保険税でございますが、令和６年度の被保険者数から想定し、予算額とさせていただい

ております。

１款国民健康保険税、１項同じ、１目一般被保険者国民健康保険税では２億８，５６６万５，０

００円でお願いをしております。前年度比３．５％の減でございます。

２２２ページをお願いいたします。

６款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金では１節普通交付金といたしまして１２

億７，４０１万８，０００円をお願いしております。２節特別交付金につきましては、令和６年度

の実績額を基に２，３００万１，０００円を計上し、６款県支出金の合計といたしまして１２億９，

７０１万９，０００円でお願いをしております。

２２６ページをお願いいたします。

１０款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金といたしましては１節保険基盤安定繰入

金（税の軽減分）といたしまして７，０３６万４，０００円、２節保険基盤安定繰入金（保険者支

援分）といたしまして３，４１４万４，０００円、３節未就学児均等割保険料繰入金として６５万

円、４節職員給与費等繰入金として２，２９５万８，０００円、５節産前産後保険料繰入金では２

５万円、６節出産育児一時金繰入金では２６６万６，０００円、７節財政安定化支援事業繰入金で

は２，２７５万５，０００円、８節その他一般会計繰入金として１，６７７万１，０００円でお願

いをしております。１０款繰入金の合計といたしまして、前年度より７０４万４，０００円の減で

１億７，０５５万８，０００円でお願いをしております。

２２８ページ、お願いいたします。

１２款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金といたしまして１６８万６，０００円で

お願いをしております。

２３１ページをお願いいたします。続きまして、歳出を御説明申し上げます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費といたしまして３，５４４万９，０００円をお願

いしております。職員の人件費及び医療機関への支払やレセプトを管理する国保連合会に対する手

数料や委託料となっております。

２３６ページをお願いいたします。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費では１０億８，０００万円で前年

度と同額でお願いをしております。３目一般被保険者療養費については９００万円、５目審査支払

手数料については５０１万２，０００円でお願いをしております。
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２３７ページをお願いいたします。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費では１億８，

０００万円、３目一般被保険者高額介護合算療養費では５０万円でお願いをしております。ここま

での保険給付費につきましては、レセプトの管理手数料などを除き、全て県が支払を行いますので、

同額を県の普通交付金に計上をさせていただいております。

２３９ページをお願いいたします。４項出産育児諸費、１目出産育児一時金では４００万円でお

願いをしております。国保加入者の御出産に対し５０万円を支給するもので８名分を見込んでおり

ます。２４２ページをお願いいたします。県への納付金でございます。

３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付分、１目一般被保険者医療給付費分では２億８，

９９５万３，０００円、前年度より５％の減を見込んでおります。

２４３ページをお願いいたします。２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支

援金等分といたしまして８，７８３万４，０００円でお願いをしております。

２４４ページをお願いいたします。３項介護納付金分、１目同じでは３，０９８万円でお願いを

しております。３款納付金全体で４億８７６万９，０００円、前年度より約５％、金額で２，３３

０万７，０００円の減となっております。

２４７ページをお願いいたします。

６款保健事業費、１項１目同じでは１，００１万１，０００円でお願いをしております。前年度

より１１９万７，０００円の増でございます。保健事業でございますので、調整交付金の補助対象

となっております。

２４９ページをお願いいたします。２項特定健康診査等事業費、１目同じといたしまして１，２

９６万１，０００円でお願いをしております。特定健康診査委託料が主な支出でございます。

２５７ページをお願いいたします。

歳入歳出ともに前年度より２，７２４万７，０００円の減額で、合計１７億６，０６９万９，０

００円の予算計上をお願いするものでございます。

以上で、議案第１３号の説明とさせていただきます。

御審議いただきまして、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１３号の採決をします。

お諮りします。議案第１３号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１３号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（水口昭彦君） 日程第２、議案第１４号、「令和７年度板野町住宅新築資金等貸付事業

特別会計予算」を議題とします。説明を求めます。岡田人権コミュニティ課長。

［人権コミュニティ課長（岡田 加代子君）登壇］

○人権コミュニティ課長（岡田 加代子君） 議案第１４号が議題となりましたので、御説明申し

上げます。予算書の２６５ページをお願いいたします。

議案第１４号、令和７年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算。

令和７年度板野町の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４７万８，０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令和７年３月３日提出でございます。

続きまして２７０ページをお願いいたします。歳入から御説明申し上げます。

１款県支出金、１項同じでございます。１目土木費県補助金では、住宅新築資金等貸付助成事業

に伴う補助金といたしまして６２万７，０００円をお願いしております。

次のページの２款諸収入、１項貸付金元利収入、１目住宅新築資金等貸付金元利収入では、貸付

金元利収入過年度分として１８４万８，０００円をお願いしております。

続きまして２７３ページをお願いします。歳出を御説明申し上げます。

１款貸付事業費、１項１目同じでは８４万１，０００円をお願いしております。１２節委託料の

債権回収業務委託料５０万円が主なものでございます。

２７４ページをお願いいたします。

２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金では、貸付金収入から一般会計の繰出金として

１５３万７，０００円でお願いしております。

次のページの３款予備費、１項１目同じでは、予備費といたしまして１０万円をお願いいたして

おります。以上、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４７万８，０００円でお願いするもの

でございます。以上で、議案第１４号の説明とさせていただきます。

御審議いただき、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１４号の採決をします。

お諮りします。議案第１４号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１４号については、原案のとおり可決されました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第３、議案第１５号、「令和７年度板野町奨学金貸与事業特別会計

予算」を議題とします。説明を求めます。井上教育次長。

［教育委員会次長（井上 健君）登壇］

○教育委員会次長（井上 健君） 議案第１５号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

予算書の２７７ページをお願いをいたします。

議案第１５号、令和７年度板野町奨学金貸与事業特別会計予算について。

令和７年度板野町の奨学金貸与事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７７４万１，０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

当初予算におきましては、対前年比１４．３％の増、金額で９７万１，０００円の増となってお

ります。令和７年３月３日提出でございます。

２８２ページをお願いをいたします。はじめに、歳入から御説明申し上げます。

１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では５３９万４，０００円をお願いをして

おります。次のページ、２８３ページをお願いいたします。

２款諸収入、１項貸付金元利収入、１目奨学金貸付金元利収入では２３４万７，０００円。これは

貸与させていただいた方３７名分からの償還金でございます。

次に、歳出を御説明申し上げます。２８４ページをお願いをいたします。

１款貸付事業費、１項１目同じでは５３９万３，０００円を計上させていただいております。

２０節貸付金５３７万円の内訳といたしましては、奨学金では、新規として高校生３名・大学生、

県内３名・大学生、県外３名で２１６万円、継続といたしまして、高校生７名・大学生、県内５名

・大学生、県外２名で２７６万円、合計４９２万円。また、入学金では、高校生・大学生、県内・

県外それぞれ３名ずつの９名で、合計４５万円で予定をしております。

次のページ、２８５ページをお願いいたします。

２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金では２３４万７，０００円を計上させていただ

いております。これは、貸与させていただいた方からの償還金を一般会計へ繰出しするものでござ

います。２８６ページをお願いをいたします。

以上、歳入歳出当初予算額７７４万１，０００円をお願いするものでございます。

これで、議案第１５号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。
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（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１５号の採決をします。

お諮りします。議案第１５号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１５号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第４、議案第１６号、「令和７年度板野町後期高齢者医療特別会計

予算」を議題とします。説明を求めます。山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 議案第１６号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

予算書の２８７ページをお願いいたします。

議案第１６号、令和７年度板野町後期高齢者医療特別会計予算。

令和７年度板野町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億１，３２５万２，０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令和７年３月３日提出でございます。

２９２ページをお願いいたします。歳入より御説明申し上げます。

１款後期高齢者医療保険料、１項同じ、１目特別徴収保険料では９，９４６万６，０００円でお

願いをしております。２目普通徴収保険料につきましては６，０９７万３，０００円でお願いをし

ております。加入者数は、年々増加しており、令和７年度につきましても増加見込みとなっており

ます。１款保険料の合計で、前年度より５５３万１，０００円の増で１億６，０４３万９，０００

円を計上させていただいております。

２９４ページをお願いいたします。

３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金として５，２６６万８，０００円でお願い

をしております。保険料軽減分に係る繰入金が主なものとなっております。

２９７ページをお願いいたします。歳出について御説明を申し上げます。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費といたしまして１５３万５，０００円をお願いし

ております。２９９ページをお願いいたします。

２款納付金、１項同じ、１目後期高齢者医療広域連合納付金といたしまして２億１，１０３万９，

０００円でお願いをしております。保険料と一般会計からの税軽減に対する繰入金を全て後期高齢

者医療広域連合へ納付するものでございます。

３０２ページをお願いいたします。

歳入歳出ともに、予算総額を前年度より４０３万円減額し、２億１，３２５万２，０００円でお
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願いするものでございます。

以上で、議案第１６号の説明とさせていただきます。

御審議いただきまして、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１６号の採決をします。

お諮りします。議案第１６号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１６号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第５、議案第１７号、「令和７年度板野町介護保険（保険事業）特別

会計予算」を議題とします。説明を求めます。楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） 議案第１７号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

予算書の３０３ページをお願いいたします。

議案第１７号、令和７年度板野町介護保険（保険事業）特別会計予算。

令和７年度板野町の介護保険（保険事業）特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４億５，７１７万９，０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高限度額は、

５，０００万円と定める。

令和７年３月３日提出でございます。

歳入から御説明申し上げます。３１０ページをお願いいたします。

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料といたしまして２億９，８９０万５，

０００円でお願いしております。前年度から６．４％増でお願いしております。

３１２ページをお願いいたします。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金といたしまして２億６,３８４万３，

０００円、同じく２項の国庫補助金、１目調整交付金といたしまして７,８７９万３，０００円、

４目保険者機能強化推進交付金といたしまして１２５万６，０００円、５目の保険者努力支援交付

金といたしまして２２３万８，０００円をお願いしております。
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３１３ページをお願いいたします。

４款支払基金交付金、１項同じでは、１目介護給付費交付金といたしまして３億６，５５１万５，

０００円でお願いしております。介護給付費の約２７％で社会保険診療報酬支払基金から交付され

ます。３１４ページをお願いいたします。

５款の県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金といたしまして１億９,００２万１，０

００円、前年度から１．１％減でお願いしております。

３１６ページをお願いいたします。

７款の繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金といたしまして１億７，３１７万２，

０００円、２目その他一般会計繰入金といたしまして６，５７０万１，０００円、３目の低所得者

保険料軽減繰入金として１，７６７万２，０００円の計上をお願いしております。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。３１９ページをお願いいたします。

１款の総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、職員給与や電算システムの委託料等で３，

９０５万５，０００円をお願いしております。

３２１ページをお願いいたします。

１款総務費の３項介護認定審査会費、１目同じでは１，３７０万円で、また、２目の認定調査等

費といたしまして１，１９９万７，０００円でお願いしております。介護認定に係る費用となって

おります。３２３ページをお願いいたします。

２款の保険給付費、１項介護サービス費といたしまして１目居宅介護サービス給付費で、前年同

額７億９，０００万円、２目の施設介護サービス給付費では３億３，６９５万円、前年度からは４

％減です。５目の居宅介護サービス計画給付費では７，５９５万円でお願いしております。計画給

付費は、処遇改善もあり、前年度から８．３％増加しています。

３２４ページをお願いいたします。

２款の保険給付費、２項介護予防サービス費といたしまして、１目介護予防サービス給付費で２，

５８０万円、前年度から３．６％増でお願いしております。

３２５ページをお願いいたします。

２款の保険給付費の３項高額介護サービス費、１目高額介護サービス費といたしましては、前年

同額の３，４８０万円でお願いしております。

３２６ページをお願いいたします。

２款保険給付費の４項高額医療合算介護サービス費、１目同じでは４３０万円でお願いしており

ます。３２７ページをお願いいたします。

２款の保険給付費の５項特定入所者介護サービス費、１目同じでは３，０００万円、前年度から

は９％減でお願いしております。

３２８ページをお願いいたします。
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２款の保険給付費の６項その他諸費、１目審査支払手数料として２１５万７，０００円でお願い

しております。３２９ページをお願いいたします。

３款の地域支援事業費、１項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的・継続的マネジメント支

援事業費では１，９４７万４，０００円でお願いしております。

３３０ページをお願いいたします。２目の在宅医療・介護連携推進事業費として１０７万６，０

００円でお願いしております。郡内５町と板野郡医師会で共同で行う事業となっています。講演会

のほか映画上映なども行い、活動が増加しています。

３３１ページをお願いいたします。

３款の地域支援事業費の２項介護予防・生活支援サービス事業費、１目同じでは、前年同様３，

２０１万円でお願いしております。

３３２ページをお願いいたします。

３款の地域支援事業費の３項一般介護予防事業費、１目同じでは６０３万４，０００円でお願い

しております。前年から１．３％増でお願いしております。

３３５ページをお願いいたします。

５款の基金積立金、１項同じ、１目介護給付費準備基金費に１，６４６万５，０００円をお願い

しております。令和７年度当初予算における基金への積立見込みでございます。

３３９ページをお願いいたします。

８款予備費に１万１，０００円の計上をお願いし、歳入歳出ともに１４億５，７１７万９，００

０円。前年度からは０．９％増で、当初予算をお願いするものでございます。

以上で、議案第１７号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

○９番（東條昭二君） 議長。

○議長（水口昭彦君） 小休ですか？

○９番（東條昭二君） はい。

○議長（水口昭彦君） 小休します。

午前１０時２９分 小休

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時３０分 再開

○議長（水口昭彦君） 小休から再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 質疑ありませんか。

（質疑なしの声）
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質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１７号の採決をします。

お諮りします。議案第１７号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１７号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第６、議案第１８号、「令和７年度板野町介護保険（介護サービス

事業）特別会計予算」を議題とします。説明を求めます。楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） 議案第１８号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

当初予算書の３４７ページをお願いいたします。

議案第１８号、令和７年度板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計予算。

令和７年度板野町の介護保険（介護サービス事業）特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９３２万６，０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高限度額は、

３００万円と定める。

令和７年３月３日提出でございます。

歳入から御説明申し上げます。３５２ページをお願いいたします。

１款サービス収入、１項予防給付費収入、１目介護予防サービス計画費収入では８１２万５，０

００円でお願いしております。介護予防サービス計画に係る収入でございます。第９期からの制度

改正も反映し、前年度から２４.７％増でお願いしております。

３５３ページをお願いいたします。

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金におきまして、前年同額１２０万円でお願

いしております。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。３５５ページをお願いいたします。

１款サービス事業費、１項介護予防支援事業費、１目同じにつきまして９１５万３，０００円で

お願いしております。介護予防総合事業に係るプラン作成委託料５１１万円が主な支出でございま

す。３５７ページをお願いいたします。

２款予備費に１７万３，０００円の計上をお願いし、歳入歳出ともに９３２万６，０００円でお

願い申し上げます。以上で、議案第１８号の説明とさせていただきます。
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御審議を賜りまして、御承認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１８号の採決をします。

お諮りします。議案第１８号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１８号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第７、議案第１９号、「令和７年度板野町下水道事業会計予算」を

議題とします。説明を求めます。晃曻下水道課長。

［下水道課長（晃曻政治君）登壇］

○下水道課長（晃曻政治君） 議案第１９号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

予算書の３５９ページをお願いいたします。

議案第１９号、令和７年度板野町下水道事業会計予算。

（総則）

第１条 令和７年度板野町下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）処理面積１４１ha、（２）年間有収水量２９万８，９２４㎥、（３）主要な建設改良事業、

管渠整備事業費８，１４０万円、流域下水道建設負担金３３万円。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（収入）第１款下水道事業収益２億４，８２６万１，０００円、内訳として、第１項営業収益４，

５２３万５，０００円、第２項営業外収益２億３０２万５，０００円、第３項特別利益１，０００

円でございます。

（支出）第１款下水道事業費用２億７４１万円、内訳として、第１項営業費用１億７，７６４万円、

第２項営業外費用２，８７２万円、第３項特別損失５万円、第４項予備費１００万円でございます。

次の３６０ページをお願いいたします。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額８，４５０万４，０００円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額２６３
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万５，０００円、当年度分損益勘定留保資金４，３６５万３，０００円、減債積立金１，９８８万

１，０００円及び当年度利益剰余金処分額１，８３３万５，０００円で補填するものとする。）

（収入）第１款資本的収入１億８，３８５万７，０００円、内訳として、第１項企業債７，９８０

万円、第２項出資金１，７１０万９，０００円、第３項補助金８，４２４万６，０００円、第４項

負担金１５０万円、第５項その他の資本的収入１２０万２，０００円でございます。

（支出）第１款資本的支出２億６，８３６万１，０００円、内訳といたしまして、第１項建設改良

費１億３，０２６万１，０００円、第２項企業債償還金１億３，７１０万円、第３項予備費１００

万円でございます。

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

公共下水道事業債７，８２０万円、地方公営企業法適用債１６０万円。両起債とも起債の方法は、

証書借入。利率は３．０％以内。償還の方法は、借入先の融資条件による。でございます。

次の３６１ページをお願いいたします。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１億円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費２，７４８万６，０００円。

（他会計からの補助金）

第８条 板野町下水道事業の経営補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

５，１５４万６，０００円である。

（利益剰余金の処分）

第９条 利益剰余金のうち３，８２１万６，０００円は、次のとおり処分するものと定める。

（１）減債積立金３，８２１万６，０００円。

令和７年３月３日提出でございます。

続きまして３８１ページをお願いいたします。

令和７年度予算事項別明細書で、収入及び支出について、主なものを項目ごとに御説明申し上げ

ます。

（収益的収入）では、１款下水道事業収益の本年度予定額は２億４，８２６万１，０００円であり

ます。１項営業収益４，５２３万５，０００円で、内訳として１目下水道使用料４，５００万円。

令和７年４月請求分と５月請求分の減免により、前年度比約６００万円の減額となっております。

２目その他営業収益として２３万５，０００円であります。２項営業外収益は２億３０２万５，０

００円で、内訳として２目他会計負担金１億３，３７０万円、３目国庫補助金３３０万円、４目他
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会計補助金８００万円、５目長期前受金戻入５，８０２万４，０００円であります。６目消費税及

び地方消費税還付金は、今年度は、ない見通しであります。３項特別利益１，０００円であります。

次の３８２ページをお願いいたします。

（収益的支出）では、１款下水道事業費用の本年度予定額は２億７４１万円であります。１項営業

費用１億７，７６４万円。内訳として１目管渠費の主なもので１９節委託料で７基あるマンホール

ポンプの保守点検委託料に１２１万円、調査業務委託料で、管路内をカメラの点検に１１０万円、

清掃委託料で、マンホールポンプ２基分の清掃を６０万円、３２節負担金で、旧吉野川流域下水道

維持管理負担金といたしまして４，７５０万円であります。２目総係費は、職員の人件費が主なも

のであります。

３８３ページをお願いいたします。１９節委託料で、公営企業法適用化支援業務では、公営企業

に移行いたしまして３年目になることもありまして１６５万円。３３０万円の減額であります。

次の３８４ページの３目減価償却費の内訳といたしまして３９節有形固定資産減価償却費９，１

８９万８，０００円、４０節無形固定資産減価償却費といたしまして９７７万９，０００円であり

ます。２項営業外費用といたしまして１目支払利息及び企業債取扱諸費で２，６７２万円、３項特

別損失として５万円、４項予備費として１００万円であります。

３８５ページをお願いいたします。

資本的収入及び支出について、資本的収入から御説明申し上げます。

１款資本的収入の本年度予定額は１億８，３８５万７，０００円で、内訳として１項企業債で１

節建設改良企業債７，８２０万円、９節その他の企業債１６０万円、２項出資金で一般会計出資金

として１，７１０万９，０００円、３項補助金で国庫補助金４，０７０万円、他会計補助金で４，

３５４万６，０００円、４項負担金等で受益者分担金といたしまして５０件と見込み１５０万円、

５項その他の資本的収入として１２０万２，０００円、減債基金の取崩しであります。

３８６ページをお願いいたします。資本的支出について、御説明申し上げます。

１款資本的支出の本年度予定額は２億６，８３６万１，０００円であります。１項建設改良費、

１目管渠整備事業費では、職員の人件費と１９節委託料で公共下水道事業設計委託料で、川端地区

の詳細設計２，８００万円、その他の委託料といたしまして、家屋調査で２５０万円、５８節工事

請負費では８，１４０万円と前年度比約３０％減となっております。

令和７年度の主な工事内容といたしまして、川端地域の惣徳田・内井及び犬伏地区の管渠工事と

舗装工事を実施する予定であります。また、委託業務で川端、門井地区の詳細設計及び犬伏、日ノ

島地区の家屋事前調査を実施する予定であります。２項の企業債償還金といたしまして１億３，７

１０万円、３項予備費として１００万円を計上いたしております。

令和７年度予算は、現金を伴わない科目、長期前受金戻入と減価償却費を除いた事業費ベースで

は対前年度比８７.２％となっております。

以上で、議案第１９号の説明とさせていただきます。
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御審議をいただき、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１９号の採決をします。

お諮りします。議案第１９号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１９号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第８、議案第２０号、「令和７年度板野町水道事業会計予算」を議題

とします。説明を求めます。松浦水道課長。

［水道課長（松浦賢治君）登壇］

○水道課長（松浦賢治君） 議案第２０号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

予算書の３８７ページをお願いいたします。

議案第２０号、令和７年度板野町水道事業会計予算。

（総則）

第１条 令和７年度板野町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給水戸数５，５０８戸、（２）年間給水量２１２万８，５０１㎥、（３）一日平均給水量

５，８３１㎥。

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（収入）第１款水道事業収益２億６，８０９万５，０００円、内訳で、第１項営業収益２億５９９

万円、第２項営業外収益６，２００万５，０００円、第３項特別利益１０万円でございます。右側

の（支出）第１款水道事業費用２億６，６９１万５，０００円、内訳で、第１項営業費用２億４，

５３４万円、第２項営業外費用１，４２０万円、第３項特別損失３７万５，０００円、第４項予備

費７００万円でございます。

３８８ページをお願いいたします。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額９，４７０万５，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整
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額９５０万５，０００円、当年度分損益勘定留保資金５，４０２万１，０００円、過年度分損益勘

定留保資金２，１１７万９，０００円、建設改良積立金１，０００万円で補填をいたします。）

（収入）第１款資本的収入は７，４００万円、内訳で、第１項企業債６，８００万円、第３項負担

金１１０万円、第４項開発負担金１１０万円、第５項加入金３８０万円でございます。

右側の（支出）第１款資本的支出は１億６，８７０万５，０００円、内訳で、第１項建設改良費

１億１，１００万５，０００円、第２項企業債償還金４，７６０万円、第３項返還金１０万円、第

４項予備費１，０００万円でございます。

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

水道施設防犯・火災監視等委託業務で、令和７年度契約締結の日から５年間、限度額は５００万

円でございます。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

配水管整備事業・配水池改良工事で、限度額は６，８００万円、起債の方法は、証書借入でござ

います。

３８９ページをお願いいたします。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、２，０００万円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費で３，１１６万円。

（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、２，０００万円と定める。

令和７年３月３日提出でございます。

続きまして、４１５ページをお願いいたします。

令和７年度予算事項別明細書で、収入及び支出について主な項目の御説明をさせていただきます。

（収益的収入）では、第１款水道事業収益の本年度予定額は２億６，８０９万５，０００円、第１

項営業収益は２億５９９万円、主なものといたしまして１目給水収益が２億３４１万円で、水道料

金収入でございます。令和７年度は、物価高騰の影響を受ける地域経済及び住民生活を支援させて

いただくため、水道料金の免除措置を行う予定で、令和７年４月請求分及び５月請求分の２か月分

を官公庁を除き、免除させていただく計画で進めてまいります。３目その他営業収益は、水道新規

加入時の材料等売却収益で１４８万円でございます。第２項営業外収益は６，２００万５，０００

円、主なものといたしまして３目長期前受金戻入が２，７９７万９，０００円でございます。
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４１６ページをお願いいたします。６目他会計補助金は３，４００万円で、水道料金の２か月分

免除に伴う減収分を物価高騰重点支援交付金を活用し、一般会計から水道事業会計へ繰入れするた

めの補助金でございます。

４１７ページをお願いいたします。

（収益的支出）は、第１款水道事業費用の本年度予定額は２億６，６９１万５，０００円、第１項

営業費用は２億４，５３４万円、内訳で１目原水及び浄水費７，９８６万円、主なものといたしま

して２４節動力電気代で６，１８０万円を計上いたしております。２目配水及び給水費は３，６３

５万５，０００円、主なものといたしまして４１８ページをお願いいたします。２０節修繕費、給

配水施設修繕費で２，２００万円を計上いたしております。３目業務費は１，１２５万５，０００

円、主なものといたしまして１７節の委託料で、電算事務の保守委託料及び検針委託料として、合

計９１７万円を計上いたしております。４目総係費は３，４５７万円で、職員の人件費が主なもの

でございます。

４２０ページをお願いいたします。６目減価償却費は、令和７年度減価償却費用として８，２０

０万円、第２項営業外費用は１，４２０万円、内訳で１目支払利息及び企業債取扱諸費が１，１２

０万円、４２１ページをお願いいたします。２目消費税及び地方消費税は、納付額として３００万

円、第４項予備費が７００万円でございます。

４２２ページをお願いいたします。

資本的収入及び支出について、収入から主な項目の御説明を申し上げます。

第１款資本的収入の本年度予定額は７，４００万円、内訳で第１項企業債は借入額として６，８

００万円、第５項加入金は３８０万円の収入を見込んでおります。

４２３ページをお願いいたします。資本的支出について御説明申し上げます。

第１款資本的支出の本年度予定額は１億６，８７０万５，０００円、第１項建設改良費は１億１，

１００万５，０００円で、内訳で１目原水施設費１億７７０万５，０００円、主なものといたしま

して、水道本管の耐震化及び第二水源池のポンプ制御盤更新費用として１７節の委託料で、工事設

計委託料１，４００万円、５２節の工事請負費で９，２００万円を計上いたしております。２目配

水施設費は３３０万円で、水道検針メーターの購入費用でございます。第２項企業債償還金は償還

額として４，７６０万円、第４項予備費として１，０００万円を計上いたしております。

なお、資本的支出に関わります令和７年度の主な水道工事の内容といたしましては、大坂太郎橋

付近から、あせび温泉に掛けて水道本管約４５０ｍの耐震化工事、板野中学校南側で水道本管交差

部分の耐震化工事、第二水源池でポンプ制御盤の更新工事を予定いたしております。

以上で、議案第２０号の説明とさせていただきます。

御審議いただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）
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質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第２０号の採決をします。

お諮りします。議案第２０号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第２０号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） ここで１０分間、休憩します。

午前１１時０１分 休憩（消毒作業）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１１時１１分 再開

○議長（水口昭彦君） 休憩前に引き続き、再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第９、議案第２１号、「中央広域環境施設組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び中央広域環境施設組合規約の変更について」を議題とします。説明を求めます。

末岡環境生活課長。

［環境生活課長（末岡稔久君）登壇］

○環境生活課長（末岡稔久君） 議案第２１号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の５３ページをお願いいたします。

議案第２１号、中央広域環境施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び中央広域環境施設

組合規約の変更について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項及び第２８６条の２第２項の規定によ

り、令和７年７月３１日をもって中央広域環境施設組合から吉野川市を脱退させることとし、中央

広域環境施設組合規約（昭和５１年徳島県指令地第７５７号）を次のとおり変更することについて、

同法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。

令和７年３月３日提出でございます。

今回の規約改正の主な内容としましては、令和７年７月３１日をもって中央広域環境施設組合か

ら吉野川市を削除し、組合議員の定数を１８人から阿波市８人・板野町３人・上板町３人の１４人

へ、また、組合の副管理者を３人から２人へ改正するものでございます。

以上で、議案第２１号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。
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（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第２１号の採決をします。

お諮りします。議案第２１号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第２１号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１０、議案第２２号、「令和６年度板野町健康の館改修工事に係る

請負変更契約の締結について」を議題とします。説明を求めます。井上教育次長。

［教育委員会次長（井上 健君）登壇］

○教育委員会次長（井上 健君） 議案第２２号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の５７ページをお願いをいたします。

議案第２２号、令和６年度板野町健康の館改修工事に係る請負変更契約の締結について。

令和６年度板野町健康の館改修工事に係る請負変更契約を次のとおり締結したいので、地方自治

法第９６条第１項第５号及び板野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年板野町条例第１５３号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでござい

ます。令和７年３月３日提出でございます。

変更契約の内容といたしましては、

１ 契約の目的 工事名 令和６年度板野町健康の館改修工事

工事箇所 板野町犬伏でございます。

２ 金 額 元請代金に対する増減額で、増額といたしまして１，０１３万６，５００円

３ 契約の相手方は徳島県板野郡藍住町徳命字前須東３８－１

株式会社 吉岡組

代表取締役 吉岡 健治

この健康の館改修工事につきましては、令和６年７月の臨時議会におきまして、請負契約の締結

の議決を頂き、株式会社 吉岡組と請負契約を締結し、改修工事を実施をしておりましたが、健康

の館の西側部分であります事務室・ミーティングルーム・トレーニングルーム部分の外壁タイルの

浮き・空洞化により落下のおそれがあり、危険であることから令和６年の１２月議会におきまして

１，０５０万円の増額補正をお認めを頂き、追加工事として施工させていただき、このたび、最終

の精算金額は７，８３３万６，５００円で確定をいたしました。当初の請負金額は６，８２０万円

であることから１，０１３万６，５００円の増額となり、請負変更契約を締結したく、議会の議決

を求めるものでございます。

以上で、議案第２２号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御承認いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。
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（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第２２号の採決をします。

お諮りします。議案第２２号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第２２号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１１、議案第２３号、「町道路線の認定について」を議題とします。

説明を求めます。毛登山建設課長。

［建設課長（毛登山 悦雄君）登壇］

○建設課長（毛登山 悦雄君） 議案第２３号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の５９ページをお願いいたします。

議案第２３号、町道路線の認定について。

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり町道の路線認定

をしたいので、同条第２項の規定により議会の議決を求めます。

令和７年３月３日提出でございます。本文については、お目通しをお願いいたします。

本議案は３路線の認定をお願いするものでございます。

路線名、町道１２０５号線については、板野町大寺字苅辺裏の宅地造成６区画に係る寄附道路と

なっており、起点・終点とも「大寺字苅辺裏」で延長７８．３ｍ、幅員９.１ｍ。

町道１２０６号線については、板野町西中富の農水省の南部幹線管理道路となっており、起点が

「西中富字宮ノ本」、終点が「西中富字大上防」で延長３６１.２ｍ、幅員８．２ｍとなっており

ます。町道１２０７号線については、板野町大寺字亀山下の宅地造成２５区画に係る寄附道路とな

っており、起点・終点とも「大寺字亀山下」で延長２２４.８ｍ、幅員１０.９ｍとなっております。

以上で、議案第２３号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第２３号の採決をします。

お諮りします。議案第２３号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第２３号については、原案のとおり可決されました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１２、議案第２４号、「人権擁護委員の推薦に議会の意見を求める

ことについて」を議題とします。説明を求めます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） 議案第２４号が議題となりましたので、私の方から説明をさせていただき

ます。議案書の６１ページをお開きいただきたいと思います。

議案第２４号、人権擁護委員の推薦に議会の意見を求めることについて。

人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁護委員として推薦したいので、

議会の意見を求めます。

御記入をお願いをいたしたいと思います。

住所が板野町大寺字 。鴻池和宣。

でございます。新人ということでございます。

今、鴻池さんにつきましては、いわゆる養子縁組で、石川さんから鴻池さんに変わっておるわけ

でございますけれども、社協の局長ということで、今年度末で退職ということになっておりますの

で７月からの人権擁護委員という形でお願いしたいわけでございます。この東地区の委員さんにつ

きましては６月３０日付けをもって、いわゆる任期満了となるわけでございます。７月１日からと

いうことで、総務大臣からの委任事務に期限を要することから空白時間を避けるための事前に推薦

をお願いするものでございます。

皆様方の御賛同、どうかよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

どうかよろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。これから議案第２４号を採決します。

お諮りします。議案第２４号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２４号については、原案のとおり同意することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１３、議案第２５号、「人権擁護委員の推薦に議会の意見を求める

ことについて」を議題とします。説明を求めます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） 同じく、議案第２５号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案第２５号、人権擁護委員の推薦に議会の意見を求めることについて。

人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、次の者を人権擁護委員として推薦したいので、
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議会の意見を求めます。

住所といたしまして、御記入をお願いをいたしたいと思います。

板野町西中富字 。齋藤 志のぶ。

生まれでございます。

この方は、教職員をされておった、退職をしておるわけでございますけれども、いわゆる人権擁

護委員さんということで、お願いをしたいと思うわけでございます。この南地区の委員さんは、昨

年１２月末をもって任期途中で辞任をされた、その後任ということでございますので、議会議員皆

様方の御賛同を賜りますよう、どうかよろしくお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせて

いただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。これから議案第２５号を採決します。

お諮りします。議案第２５号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２５号については、原案のとおり同意することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 御案内します。本日、追加提案をお願いしたい議案等がございます。

つきましては、その関係書類をただいまから配付しますので、少々お待ちください。

小休します。

午前１１時２７分 小休

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（松長・村上、書類を配付する）

（タブレットに書類をダウンロードする）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１１時２８分 再開

○議長（水口昭彦君） 再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） お諮りします。お手元に配付の議事日程のとおり、議長除く全議員から

「板野町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について」、東條議会運営委員会委員長

から「議員派遣の件について」が、また、各委員会の委員長から各委員会の「閉会中の継続調査申

出書」が提出されました。これを日程に追加し、令和７年第１回板野町議会定例会追加議事日程第

３日と、議案審議書類のとおり議題にしたいと思います。これに御異議ございませんか。

（異議なしの声）
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異議なしと認めます。したがって、お手元に配付の令和７年第１回板野町議会定例会追加議事

日程第３日と、議案審議書類のとおり３件を日程に追加し、追加日程として議題とすることに決定

しました。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第１、議案第２６号、「板野町議会議員の議員報酬等の特例に

関する条例の制定について」を議題とします。

この件につきましては、あらかじめ、議会議員全員協議会で協議を行い、議長を除く議員全員か

ら提出することに御決定いただき、本議案を提出いただいたものです。

本議案については、議会議員の長期欠席の日数が１８０日を超えた場合、議員報酬及び期末手当

を一定の割合を乗じた額を減額する区分を設けるものです。

これから質疑・討論を省略し、議案第２６号の採決をいたします。

お諮りします。議案第２６号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２６号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第２、議案第２７号、「議員派遣の件について」を議題とします。

本件については２月２５日の議会運営委員会において、議会運営委員長の発議として提出するこ

とに決定いただき、本議案を提出いただいております。

議員の派遣については、板野町議会会議規則第１２２条の規定により、議会の議決を求めるもの

で、令和７年４月から令和８年３月までの議員派遣について、別紙「議員派遣一覧表」のとおり、

議員の派遣を行うものです。

お諮りします。東條議会運営委員会委員長から提出されました、議案第２７号、「議員派遣の件

について」は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

よって、議案第２７号、「議員派遣の件について」は、可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第３、「閉会中の継続調査申出書」を議題とします。

お諮りします。

本件は、これを各委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ござ

いませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、各委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） お諮りします。

今定例会の本会議に付議された案件の審議は、全部終了しました。よって、会議規則第７条の

規定により本日をもって閉会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。よって、今定例会は、本日をもって閉会することに決しました。

これで会議を閉じます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 町長より御挨拶がございます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） 閉会に当たりまして、私の方から、ひとこと、お礼の御挨拶を申し上げさ

せていただきます。令和７年第１回板野町議会定例会につきましては、去る３月３日に開会をいた

だき、本日までの１０日間の長きにわたり大変お世話になりました。議員各位におかれましては、

何かと御多忙の中、本会議並びに各常任委員協議会につきまして、御参会を賜り、私どもより提案

させていただきました、報告１件・議案２５案件につきまして、慎重な御審議を賜り、原案のとお

り、御承認・御議決また御同意を賜り、誠にありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。

東日本大震災から１４年が経過をいたしました。また、最近では、相次ぐ山林火災など、激甚化

する災害に待ったはありません。本町におきましても、職員また関係者の皆様との連携を深めなが

ら、あらゆる災害に対応できるよう体制を整えてまいりたいと考えているところでございます。

今定例会で御審議・御議決賜りました補正予算・新年度予算につきましては、共にまちづくりに

欠くことのできない予算でございますが、昨日、令和７年度一般会計予算に関する修正動議が出さ

れ、議論をいただき、原案のとおり可決を頂きましたことに厚く感謝とお礼を申し上げます。

予算の編成に当たりましては、町のみならず関係各機関との調整を含め、慎重に議会の皆様にも

御相談をさせていただきながら進めているところでございますが、今後におきましては、修正など

の提出がないような丁寧な説明を行い、特に新ごみ処理施設整備事業におきましては、今後、更に

スピード感を持って進めていけるよう取り組んでまいります。

今議会で、議員皆様方から賜りました御意見・御提言等につきましても、慎重に受止めをさせて

いただき、町政に反映をさせていただきたいと考えておりますので、今後とも、よろしく御指導・

ごべんたつを賜りますよう、どうかよろしくお願いを申し上げます。

結びとなりますが、議員の皆様方におかれましては、くれぐれも健康に十分、御留意をいただき

ますとともに、今後とも、町職員一丸となって住民福祉の充実、住みやすい板野町を目指して行政

サービスを進めてまいりますので、議員各位の更なる御理解・御協力をよろしくお願いを申し上げ

まして、令和７年第１回の板野町議会定例会の閉会の御挨拶とさせていただきます。本当にありが

とうございました。お世話になりました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 令和７年第１回板野町議会定例会の閉会に当たり、ひとこと、お礼の御挨

拶を申し上げます。今定例会は、去る３月３日に開会し、本日までの１０日間、提出された一般会

計当初予算ほか諸議案につき、終始御熱心に御審議をいただき、ただいま閉会の運びとなりました。

議員各位の御協力に対し、深く感謝を申し上げます。

また、議会運営に協力をくださいました町長を始め、職員各位に対しましても心から御礼を申し

上げますとともに、本会議あるいは、委員協議会において各議員から述べられました意見なり要望

事項につきましては、行政各般の執行の上で十分反映されますよう要望いたしまして閉会の御挨拶

とします。これをもちまして、令和７年第１回板野町議会定例会を閉会します。

御協力ありがとうございました。

午前１１時３８分 閉会

本会議録の正当なることを証明するため、ここに署名する。

議 会 議 長 水 口 昭 彦
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